
刈谷市建設工事等入札参加資格審査及び総合数値算定要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、刈谷市が発注する建設工事の入札に参加しようとする建設業者（建

設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２条第３項に規定する建

設業者。以下「建設業者」という。）、測量・調査・設計・監理業者、工事用物件業者等

の資格審査及び総合数値の算定に必要な事項を定めるものとする。 

 （資格審査） 

第２条 資格審査は、刈谷市契約規則（昭和４０年規則第１０号）第５条及び第２０条の

規定に基づき提出された建設工事等入札参加資格審査申請書（以下「審査申請書」とい

う。）について行うものとする。 

 （資格審査の基準日） 

第３条 資格審査の基準日は、１月１日とする。 

 （総合数値算定基準） 

第４条 建設業者の総合数値の算定は、法第２７条の２３の規定による建設業者の経営事

項審査結果通知書の数値（以下「Ａ」という。）、直前２年間の平均工事成績評定数値（以

下「Ｂ」という。）及び直前１年間の工事成績評定数値による加算点（以下「Ｃ」とい

う。）により、算定した数値とする。 

（算式） 

         Ｂ－７０ 

  Ａ×（１＋        ）＋Ｃ＝総合数値（小数点以下切捨） 

          １００ 

  ただし、「Ｂがないもの」及び「Ｂが６５以上７０以下のもの」はこれを７０とする。 

  Ｃ 工事成績評定数値による加算点（工事１件につき） 

工事成績 

評定数値 
５９点以下 

６０点以上 

６４点以下 

６５点以上 

７９点以下 
８０点以上 

加算点 －５０ －２０ ０ ２０ 

２ 前項以外の業者については、算定はしないものとする。 

 （総合数値の有効期間） 

第５条 総合数値の有効期間は、資格審査した年の４月１日から、翌年の３月３１日まで

とする。 

 （入札参加資格者名簿） 

第６条 第２条の規定により審査された入札参加資格者名簿を作成するものとする。 

 （総合数値算定名簿） 

第７条 第４条の規定により算定された建設業者の名簿を作成するものとする。 

 （名簿の公表） 

第８条 第６条及び第７条の規定により作成した名簿は、次により公表するものとする。 



(1)  公表の期間は、公表した日から翌年度の３月３１日までとする。 

(2)  公表の方法は、閲覧によるものとし、閲覧の場所は、総務部契約検査課とする。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市建設工事等入札参加資格審査及び格付要領の規定は、平成７年３月２

０日から適用する。 

（刈谷市建設工事等入札参加資格審査及び格付要領の廃止） 

３ 刈谷市建設工事等入札参加資格審査及び格付要領（昭和６０年４月１日施行）は、廃

止する。 

    附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市建設工事等入札参加資格審査及び格付要領の規定は、平成８年３月１

８日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市建設工事等入札参加資格審査及び格付要領の規定は、平成１０年３月

１６日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市建設工事等入札参加資格審査及び格付要領の規定は、平成１２年３月

３０日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市建設工事等入札参加資格審査及び格付要領の規定は、平成１４年３月



２２日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の刈谷市建設工事等入札参加資格審査及び格付要領の規定は、平成１６年３月

１１日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 


